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	備考　１　建物の配置図に演説会場、弁士控室及び電気施設の取付箇所等を示した略図を添えること。
２　使用に関する料金徴収の定めがあるものは、その写及び内訳書を添えること。
３　施設の使用上の注意事項は、適宜付記すること。

	
	個人演説会場設備及び費用額の承認（変更）申請

公職選挙法施行令第百十九条第二項及び第百二十一条の規定により、個人演説会開催のために必要な設備の程度その他必要な事項及びその公営のため候補者が納付すべき費用の額を次のとおり定め（変更し）たいので、承認されるよう申請します。
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